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「平成２３年度私立高等学校学費助成金」について【お知らせ】 

 

 

 新潟市では，私立学校に在籍する生徒の保護者で，以下の要件に該当する世帯に対し，学費負担を軽減するた

め，私立高等学校学費助成金を支給します。 

 

 １ 支給の対象となる保護者等 

平成２４年 1 月１日現在，私立高等学校に在籍している生徒の保護者等（新潟市民に限る）で，以下の要

件に該当する世帯 

   ① 平成２３年度市民税非課税世帯（生活保護世帯を除く） 

   ② 年度の途中で，主たる保護者の死亡，疾病又は災害等により①と同程度の状況となった場合 

     ※ただし，「新潟県私立高等学校等学費軽減事業補助金」の「施設整備費等全額軽減補助」の該当者は除きます。 

※また，保護者等とは，私立高等学校に在籍している生徒の学費を負担している者又はその生徒本人です。 

２ 支給額および支給時期 

年額 ２２，１００円（平成２４年２月に支給予定，保護者等の口座へ振込み） 

該当年度を 4 期に分け，各期に在籍した生徒に，一期あたりの金額×在籍した期を合計した金額を支給

します。

     ◎例えば，4 月から在籍している生徒の場合 

５，５２５円×４期分（１期～４期分）＝２２，１００円 

◎例えば，１１月から在籍している生徒の場合 

５，５２５円×２期分（３期，４期分）＝１１，０５０円 

※在籍期及び在籍月 

在籍期間 在 籍 月 一期あたりの金額 

1  期 4 月 か ら 6 月 

5，5２５円 
2  期 7 月 か ら 9 月 

3  期 10 月 か ら 12 月 

4  期 1 月 か ら ３ 月 

   

 

 

 

 

 

 ３ 申請手続 

   学校に備え付けの「新潟市私立高等学校学費助成金支給申請書」に必要事項を記入，押印の上，「平成２３

年度市・県民税課税証明書」とともに，学校へ提出してください。 

ただし，新潟県の授業料軽減補助金交付申請の課税証明がある場合，写しを添付して提出することができ

ます。 

提出期限は学校によって異なりますので，在学する学校へご確認ください。 

   ※「平成２３年度市・県民税課税証明書」は，区役所税務課及び出張所，連絡所で発行しています。 

 

４ 問合せ先 

在籍する学校又は新潟市こども未来課育成支援係（電話 025-226-1197） 

避難されている方への助成については 

裏面をご覧ください。 

 

 



 

 ≪避難されている方への助成について≫ 

 

   東日本大震災に起因する事情により住民票を被災地に置いたまま，新潟市へ避難している保護者に対して

も私立高等学校学費助成金を支給します。 

 

１ 支給の対象となる保護者等 

平成２４年 1 月１日現在，私立高等学校に在籍している生徒の保護者等で，東日本大震災により住民

票を残したまま新潟市に避難しており，①，②のいずれかに該当し，なおかつ③，④のいずれかに該当

する方。 

① 東日本大震災に伴い，住宅が全壊または半壊した世帯 

② 平成２３年３月１１日現在，避難区域等（東日本大震災に伴い原子力災害対策特別措置法による

警戒区域，計画的避難指示区域及び緊急時避難準備区域に指定された区域をいう。）に居住してい

た世帯 

③ 住所地における平成２３年度の市民税が非課税の世帯（生活保護世帯を除く） 

     ④ 年度の途中で，主たる保護者の死亡，疾病又は災害等により③と同程度の状況となった場合 

      ※自主避難者は除きます。 

  ※ただし，「新潟県私立高等学校学費軽減事業（東日本大震災対応分）補助金」の「施設整備費等軽減補助」に該当

し，全額補助されている方は除きます。 

   ※申請後，住所地へ同様の補助金の有無を確認させていただきます。 

住所地にて同様の補助金があり該当となっている場合は，本補助金の該当になりませんのでご了承ください。 

※保護者等とは，私立高等学校に在籍している生徒の学費を負担している者又はその生徒本人です。 

   

    ２ 申請手続 

     学校に備え付けの「新潟市私立高等学校学費助成金支給申請書」に必要事項を記入，押印の上，「平成

２３年度市・県民税課税証明書」及び支給対象であることがわかる「添付書類」とともに，学校へ提出

してください。 

「添付書類」については，以下のとおりです。 

①について・・・罹災証明書 

②について・・・生徒及び保護者が避難区域等に在住していたことを証する書類（住民票の写し，

運転免許証の写し，健康保険証の写し）    

提出期限は学校によって異なりますので，在学する学校へご確認ください。 

      ※「平成２３年度市・県民税課税証明書」については，住所地の市町村へお問い合わせください。 

３ 支給額および支給時期 

年額 ２２，１００円（平成２４年２月に支給予定，保護者等の口座へ振込み） 

該当年度を 4 期に分け，各期に在籍した生徒に，一期あたりの金額×在籍した期を合計した金額を

支給します。 

（在籍期及び在籍月については，【表面 ２ 支給額および支給時期 ※在籍期及び在籍月】 参照）

 

４ 問合せ先 

在籍する学校又は新潟市こども未来課育成支援係（電話 025-226-1197） 



 

 


